
鳥取市国民文化祭参加補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」

という。）第３条の規定に基づき、規則に定めるもののほか、国民文化祭参加補助金（以下

「本補助金」という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、鳥取市文化芸術振興条例（平成２１年鳥取市条例第４号。以下「条例」と

いう。）及び鳥取市文化芸術振興に関する基本方針（平成１７年３月８日策定）に基づき、市

内の文化芸術団体が国民文化祭に参加するために必要な経費の一部を支援し、文化芸術活動を

通じた交流の促進を図ることを目的とする。 

２ この要綱において文化芸術団体とは、条例第２条第２号に規定する活動団体で次の各号のい

ずれにも該当するものをいう。 

（１）市内に主たる事務所又は活動拠点を有すること  

（２）規約を有し、会計経理又は代表者の氏名及び住所が明らかであること 

（３）構成員の過半数が市民であること 

（補助金の交付） 

第３条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は別表第１欄及び第２

欄に掲げる事業とする。 

２ 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、別表第３欄に掲げる者

とする。 

３ 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第４欄に掲げ

る経費とする。 

４ 本補助金は、補助対象経費の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消

費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消

費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に

規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に、別表第

５欄に定める補助率を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、当該額

と、補助事業に係る経費の総額（以下「事業費」という。）から当該補助事業に係る収入（協

賛金、助成金、本補助金以外の補助金、交付金等）を控除した額とのいずれか少ない額（千円

未満の端数は、これを切り捨てる。）とする。 

５ 補助対象経費は交付決定後に支出したものに限る。ただし、交付決定前に行われた支出であ

っても、補助事業の実施に必要かつ適切であると認められる早期に手配する必要があった旅費

については、補助対象経費として認める。 

（交付申請） 

第４条 本補助金の交付申請における規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に

掲げる書類は、様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

２ 本補助金の交付を受けようとする団体（以下「補助申請団体」という。）が、免税事業者、

簡易課税事業者、特定収入割合が５パーセントを超えている公益法人等（消費税法別表第３に

掲げる法人及び同法第２条第１項第７号に規定する人格のない社団等）であるとき、又は仕入

控除税額が明らかでないときは、前条第４項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額を補

助対象経費として交付申請をすることができる。 

３ 市長は、前項による申請を受けたときは、前条第４項の規定にかかわらず、仕入控除税額を

含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らか

になった後速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。

以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

（承認を要しない変更） 



第５条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額 

（２）本補助金の２割を超える減額 

（着手届の省略） 

第６条 この要綱に該当する事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合とし、

着手届を省略することができる。  

（実績報告の時期等） 

第７条  本補助金の実績報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から３０日を経過す

る日と、交付決定を受けた年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日までに行わなければな

らない。 

２ 規則第１２条の報告に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号及び様

式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時

点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に

係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額

からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が

実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除

税額）を超えるときは、様式第３号により速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けて、

その超える額に対応する額を市に返還しなければならない。 

（雑則） 

第８条 この要綱の実施に関しては、規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企

画推進部長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

１補助事業 ２事業の内容 ３補助対象者 ４補助対象経費 ５補助率

国民文化祭参加
事業 

国民文化祭への
参加 

文化芸術団体 旅費（交通費及び宿泊費）、
使用料及び賃借料、輸送料 1/4 

（注１）最も経済的な通常の経路及び方法により往復する経費を対象とする。 

（注２）現地観光、視察にかかるもの、ガイド料金、見学施設入館料は補助対象経費としない。 

（注３）宿泊費は、朝食代込みの宿泊プランによる宿泊費も認める。 

（注４）宿泊費は、補助対象上限額を別に定める。 



様式第１号（第４条及び第７条関係） 

   年度 鳥取市国民文化祭参加補助金事業計画（報告）書 

１． 大会名（事業名）  

２． 参加内容  

３． 参加人数 
       人 

※国民文化祭参加者名簿（別紙様式）を添付すること。 

４． 参加日時  

５． 旅行行程  

６．
補助申請団体の 

要件確認 

□ 当団体は、要綱第２条第２項に該当します。 
※団体規約及び構成員名簿を添付すること。

代表者住所 

□ 補助申請団体と同じ（記載不要） 

〒 

７． 消費税の取扱い 

□ 一般課税事業者 

□ 簡易課税事業者 

□ 免税事業者 

□ 特定収入割合５％超の公益法人等 

８． 

他の補助金等活用

の有無 
※補助金等は、助成

金、交付金、協賛金等

をいう。

［□有 ・□無 ］ 

名称： 

（連絡先） 

金  

円

※有の場合は、補助金等名称や当該補助金等の連絡先並びに金額を記載すること。

９． 
事業の効果 
※報告時に記載して

ください。

（成果及び課題）

（注 1）事業報告書には、実施状況を示す写真等を添付すること。 

【連絡先】 

住 所 
〒 □ 補助申請団体と同じ（記載不要） 

担当者名  □ 補助申請団体と同じ（記載不要） 

連絡先 
電話：            FAX: 

E-mail: 



様式第２号（第４条及び第７条関係） 

年度鳥取市国民文化祭参加補助金収支予算（決算）書

１　収入 （単位：円）

予算額（A） 決算額（B） 差引（B-A） 備　考

２　支出 （単位：円）

予算額（A） 決算額（B） 差引（B-A） 備　考

旅費（交通費）

旅費（宿泊費）

使用料及び賃借料

輸送料

小　計

小　計

収入　合計

支出　合計

区　分

補
助
対
象
経
費

補
助
対
象
外
経
費

事
業
費

区　分

鳥取市補助金

その他の補助金等

その他

自己資金

（注１）対象事業の全体が明らかになるよう、備考欄に内訳及び金額を記入すること。 

（注２）旅費は積算根拠が分かる資料を作成し添付してください。 

（注３）移動手段として公共交通機関を利用する場合は、開催地の最寄駅までの往復の交通費及

び現地交通費（開催地の最寄駅と会場および宿舎の間の移動に要する経費（タクシー代、バ

ス代等。ただし、領収書等で確認できる場合に限る。）を補助対象経費とする。 

（注４）移動手段として自家用車を利用する場合は、支出区分は「交通費」とし、移動中に要し

た燃料費、高速料金、駐車料金を補助対象経費とする。 

（注５）移動手段としてバス又はレンタカーを借りる場合は、支出区分は「使用料及び賃借料」

とし、車両借上料、高速料金、駐車料金及びバス乗務員経費を補助対象経費とする。添乗員

やバスガイドに要する経費、旅行損害保険及び旅行手数料は補助対象経費としない。 

（注６）輸送料は、輸送に係る損害保険料を含めた経費を補助対象経費とする。 

（注７）収支決算書には、支出が分かる領収書等証拠書類を添付すること。 

（注８）領収書には、宛名・金額・但し書き・発行日・発行者の情報（住所・氏名／事業所名

等）の記載があること。 



（別紙様式）（様式第１号に係るもの） 

国民文化祭参加者名簿 

NO. 氏名 住所 NO. 氏名 住所

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

合計参加人数



様式第３号（第７条関係） 

年  月  日 

鳥取市長  様 

補助事業者 住   所 

名   称 

代表者役職 

代表者氏名 

年度鳥取市国民文化祭参加補助金仕入控除税額確定報告書 

鳥取市国民文化祭参加補助金交付要綱第７条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告しま

す。 

記 

１ 補助金の確定額及び補助対象経費の額 

 （１）補助金の確定額 金       円 

 （２）補助対象経費の額 金       円  

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除 

金       円 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額 

金       円 

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額） 

金       円 

５ 添付資料 

 （１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 

 （２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

 （３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 


